
最近寄せられた情報から

●「農業法人助成金」と称し、農業法人の設立に当たって、あたかも農林
水産省が助成金を交付するかのような文書（別紙１）が配布されている。

●中小企業の経営者や農業者等に対して、「生産振興総合対策事業」や
実在しない補助事業名等（例「生産振興統合統合対策事業」）を用いて「国の
補助事業を利用するためには、法人の設立が必要」と持ちかけるケース
（別紙２）が発生している。

・農林水産省としては農業経営の法人化を推進して
いますが、「農業法人助成金」という名称の補助金は
実在しません。
・農業法人を設立すれば、必ず補助事業が利用で
きるとは限りません。

☆ 実在しない助成金や補助事業、又は、これらに類する文

書を配布して法人の設立を持ちかけられた場合、あるいは、

不審に思われた場合は、農林水産省へご相談ください。

ご注意ください

問い合わせ先 ： 農林水産省経営局経営政策課 農業法人担当 （０３）３５０１－３７４２（直通）






